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・
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日
l

題

汐

見

良E

第

韓
制
改
革
と
家
屋
韓

馬
場
財
政
の
税
制
改
革
の
日
除
と
し
て
体
へ
ら
れ
て
ゐ
る

L
の
は
、
館
一
に
中
央
財
政
と
地
方
財
政
1
4
に
一
池
小

名
税
制
の
根
本
的
改
革
、
第
二
に
動
産
と
不
動
産
と
の
負
曜
の
均
衡
、
第
三
に
法
人
と
個
人
と
の
負
携
の
調
和
、

第
四
に
非
常
時
財
源
の
桶
養
、
第
五
に
耽
務
行
政
の
制
新
の
五
項
目
で
あ
る
が
、
原
則
の
み
が
一
不
さ
れ
其
の
内
容

の
詳
細
に
五
つ
て
は
一
向
に
明
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
此
等
五
項
目
の
中
で
何
と
云
つ
で
も
重
要
な
の
は
第
一

の
目
標
で
あ
る
。

七
月
四
日
に
各
新
聞
紙
の
報
や
る
所
に
よ
れ
ば
、
第
一
目
標
に
闘
す
る
「
所
謂
」
大
臓
省
案
は
次
の
要
綱
よ
り
な

っ
て
ゐ
る
。
日
〈
「
一
家
屋
就
の
中
央
移
管
」
と
「
二
戸
数
割
の
藤
止
」
と
「
コ
一
雑
種
枕
の
整
理
」
と
「
困
地
方
附
加
枕

は
原
則
的
と
し
て
容
認
」
と
「
五
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
地
租
、
管
業
牧
盆
税
、
資
本
利
子
晩
、
家
屋
税
の
牧
入

を
以
て
充
営
」
と
「
六
大
離
省
の
地
方
財
政
監
督
権
憤
大
」
と
が
共
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
所
謂
」
大
燕
省

案
な
る
も
の
は
、
は
か
ら
や
も
金
岡
都
市
の
聞
に
反
封
運
動
を
惹
起
し
た
の
で
あ
る
。
先
づ
六
大
都
市
が
反
針
に

立
ち
る
一
聞
の
市
長
が
之
に
和
す
る
左
云
ふ
有
様
で
あ
る
。
特
に
「
家
屋
耽
の
本
枕
を
道
府
腕
の
手
よ
り
岡
家
の
手



。品川匂下へ鴻

に
移
す
事
が
都
市
の
自
治
棋
を
侵
害
す
る
」
と
云
ふ
の
が
反
持
論
の
中
心
の
様
に
思
へ
る
。
「
我
困
の
都
市
、
殊
に

大
都
市
が
極
度
の
財
政
難
に
苦
み
つ
、
あ
る
今
日
、
更
に
こ
れ
か
ら
家
屋
耽
の
如
き
大
財
源
を
奪
は
ん
と
す
る
如

き
は
何
た
る
無
情
で
あ
ら
う
。
こ
の
際
大
都
市
は
結
束
し
て
反
卦
運
動
を
起
し
、

h
y
-
〉
る
不
健
理
な
許
蓋
を
叩
き

潰
す
べ
き
で
あ
る
」
と
ま
で
極
論
す
る
人
も
あ
る
。
果
し
て
そ
う
で
あ
ら
う
か
。

「
所
謂
」
大
摘
省
案
が
果
し
て
本
物
の
大
蔵
省
案
で
あ
る
か

E
う
か
岐
に
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
偲
り
に
本
物
な

り
と
推
定
し
て
見
だ
所
で
、
「
四
地
方
附
加
枕
は
原
則
的
と
し
て
容
認
」
の
傑
件
を
認
め
る
以
上
は
「
一
家
屋
粧
の

中
央
移
管
し
は
都
市
財
政
よ
り
決
し
て
財
源
を
奪
ふ
も
の
で
な
い
ο

問
題
と
な
る
の
は
「
五
地
方
財
政
調
整
交
付
金

は
地
問
、
勧
業
状
佐
晩
、
資
本
利
子
晩
、
家
山
崎
町
の
枚
入
vf
以
JL
充
血
口
珂
」
川
和
市
財
政

Jr川
市
寸

J
O
L
υ

日
子
町
ノ
か
の
紺

で
あ
る
が
、

こ
れ
は
中
央
に
移
管
し
た
る
家
屋
耽
を
如
何
な
る
使
誌
に
向
け
る
か
の
問
題
に
闘
係
し
寧
ろ
地
方
財

政
調
整
交
付
金
の
問
題
で
あ
る
。
故
に
「
所
謂
」
大
崎
省
案
に
現
は
れ
た
る
家
屋
枕
移
管
問
題
を
批
判
す
る
に
営
つ

て
は
、
場
合
を
分
っ
て
之
を
定
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

先
づ
現
行
家
尾
枕
の
内
容
を
説
明
し
、
次
に
「
所
謂
」
大
疎
省
案
な
る
も
の
を
細
〈
分
析
す
る
事
に
よ
っ
て
共
の

地
方
財
政
特
に
都
市
財
政
に
及
ぼ
す
影
響
を
明
か
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

第
二

現
行
家
屋
視
と
其
の
改
正
案

ー
家
屋
枕
は
徳
川
時
代
に
色
之
を
見
る
事
が
出
来
る
が
、
明
治
十
五
年
に
郡
直
部
命
日
規
則
に
依
り
市
部
に
限

家
屋
稔
移
管
問
題

第
四
寸
三
番

七
七

空事

獄

i¥. 



家
屋
枕
移
管
問
題

第
四
十
三
袋
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八
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抗
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h
J
戸
数
割
に
代
へ
て
賦
課
し
得
る
事
と
な
っ
た
の
を
現
行
家
屋
枕
の
起
源
と
す
る
事
が
出
来
る
。
其
後
、
明
治
二

十
三
年
に
府
腕
制
守
施
行
す
る
や
、
市
部
と
郡
部
と
を
問
は
や
戸
数
割
に
か
へ
家
屋
枕
を
賦
課
す
る
こ
と
診
許
し

た
。
明
治
三
十
二
年
に
府
鵬
税
家
屋
耽
に
闘
す
る
勅
令
の
結
果
と
し
て
、
府
腕
は
共
の
全
部
叉
は
一
部
め
地
に
於

け
る
家
屋
に
到
し
家
屋
税
を
賦
課
し
符
る
こ
と
冶
な
り
、
只
だ
家
屋
視
を
賦
課
す
れ
ば
戸
毅
割
営
賦
課
出
来
な
い

と
し
に
の
で
め
石
。
大
正
十
五
年
に
地
方
杭
に
闘
す
る
訟
律
一
か
殺
・
一
仰
せ
ら
れ
、

昭
和
二
年
よ
h
府
眠
枕
戸
敏
割
を

殿
す
あ
と
共
じ
ん
が
町
駅
耽
含
府
脱
税
と
し
て
一
般
的
ド
掠
用
寸
る
事

t
た
つ
十
い
の
で
ふ
る
U

か
〈
の
如
〈
家
屋
耽
の
従
来
の
課
税
樺
主
臨
は
市
町
村
叉
は
府
腕
で
あ
っ
て
、
後
者
の
場
合
に
於
て
も
府
牒
が

直
接
に
課
す
る
も
の
が
め
り
又
は
市
町
村
に
配
賦
す
る
・
も
の
が
あ
り
極
め
て
不
統
一
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
年
よ
り

府
職
の
み
が
課
暁
椎
主
瞳
と
な
h
J
、
而
も
原
則
と
し
て
f
i
i
兵
庫
牒
費
の
全
部
の
分
賦
を
受
け
た
る
神
戸
市
を
例

外
と
し
て

l
l府
牒
が
直
接
ド
課
税
す
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
根
本
論
と
し
て
地
租
、
替
業
牧
盆
枝
、

資
本
利
子
税
の
如
き
動
産
、
不
動
産
に
闘
す
る
物
耽
を
関
税
と
せ
る
に
拘
ら
や
家
屋
枕
の
み
を
地
方
税
と
す
る
の

は
、
我
園
の
租
税
障
系
の
上
よ
り
見
て
統
一
営
破
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
家
屋
税
の
課
税
棋
準
を
見
る
に
、
建
坪
耽
、
家
屋
階
級
税
、
家
賃
柱
、
家
屋
債
格
税
等
種
々
に
分
れ
て
不

統
一
で
あ
っ
た
が
、
大
正
十
五
年
に
至

h
賃
貸
債
格
を
課
税
標
準
に
定
め
た
か
ら
、
現
行
の
家
屋
粧
は
家
賃
積
と

な
つ
亡
の
で
あ
る
。
然
し
其
の
賃
貸
債
格
な
る
も
の
が
各
府
牒
に
よ
り
大
い
に
具
っ
て
ゐ
る
の
は
、
現
行
家
屋
税

の
大
な
る
融
賄
で
め
る
。
是
れ
家
屋
粧
を
園
枕
と
せ
ん
と
す
る
有
力
な
る
理
由
で
め
る
。



I 
E 

ネ

か
〈
の
如
〈
現
行
家
屋
枕
は
、
家
屋
の
賃
貸
債
格
を
課
税
標
準
と
す
る
府
牒
税
で
あ
る
、
而
し
て
各
市
町
村
は

ー
!
神
戸
市
が
家
屋
稜
そ
の
も
の
営
課
し
て
ゐ
る
の
を
除
き

|
l
家
屋
耽
に
卦
し
て
附
加
税
を
課
し
て
ゐ
る

o
E

に
戸
数
割
を
賦
課
せ
，
さ
る
市
町
村
は
戸
数
割
を
賦
課
す
る
市
町
村
よ
り
も
多
〈
の
家
尾
税
附
加
祝
を
賦
課
す
る
事

を
許
き
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

1

i
他
の
理
由
に
も
よ
る
が
1

l
市
財
政
は
町
村
財
政
よ
り
色
家
屋
枕
附
加
枕
に
依
紺

す
る
事
多
く
、
大
都
市
財
政
に
と
っ
て
は
家
屋
税
附
加
枕
は
最
も
重
要
な
る
財
源
で
あ
る
。

以
上
が
現
行
家
屋
耽
の
大
要
で
あ
る
が
、
「
所
謂
し
大
荊
省
案
一
か
「
家
屋
耽
の
中
央
移
管
し
冒
と
一
お
っ
て
ゐ
る
の
は
果

し
て
内
界
的
仁
何
?
立
味
す
る
色
の
で
あ
ら
う
か
。

攻
守
改
の
て
肝
究
す
る
。

談
開
杭
中
央
移
管
の
刑
制
は
明
治
一
一
一
十
二
年
よ
り
め
懸
案
で
あ
っ
ー
笠
際
併
で
'B
原
則
?
?
t
研
究
'ym桐
」
中
山

れ
相
営
具
韓
的
に
議
論
の
中
心
と
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
。
「
一
家
屋
枕
の
中
央
移
管
」
と
問
い
た
だ
け
で
も
大
閣
の

見
営
が
つ
〈
。
但
し
「
所
謂
」
大
繭
省
案
に
て
注
目
す
べ
き
は
「
一
家
民
税
の
中
央
移
管
」
の
外
に
「
四
地
方
附
加
税

ー.. _.. 
は
原
則
的
と
し
て
容
認
z
一
と
い
ふ
消
極
的
保
件
と
「
五
地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
地
租
、
都
口
業
耽
盆
税
、
費
本
利
子

税
、
家
尽
税
の
牧
入
を
以
て
充
営
」
と
い
ふ
積
極
的
保
件
と
が
附
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
。
七
月
四
日
の
新
聞

記
事
の
「
所
謂
」
大
賊
省
案
に
つ
き
強
ひ
て
臆
測
を
た
く
ま
し
〈
す
れ
ば
次
の
内
容
を
考
へ
得
る
の
で
あ
る
。

道
府
脱
税
家
屋
積
を
廃
止
し
凋
耽
家
屋
税
を
新
設
す
石

岡
賢
家
屋
現
に
卦
し
で
は
道
府
腕
も
市
町
村
も
附
加
耽
を
賦
課
す
る

園
枝
家
屋
税
額
と
道
府
腕
附
加
校
と
市
町
村
附
加
枕
と
の
細
川
額
は
現
行
の
道
府
腕
積
家
屋
税
と
市
町
村
附
加

家
屋
税
移
管
問
題

第
四
十
三
巻

七
九

第

披

丹、
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本
服
役
移
管
問
題

第
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十
一
一
一
巻
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耽
と
の
総
額
と
大
し
た
襲
動
を
来
七

3
な
い

四

困
枕
家
足
視
の
課
税
棋
準
は
家
屋
の
賃
貸
債
格
と
す
冶
営
分
は
現
行
の
賃
貸
債
格
を
採
用
す
る
も
近
〈
閥

に
於
て
改
め
て
調
査
す

五

闘
税
家
屋
税
の
牧

λ
は
地
方
期
政
調
整
交
付
金
の
プ

I
Y
に
λ
れ
夏
に
地
方
仁
再
分
配
す
る
事
と
し
一
一
般

岡
安
の
文
排
に
は
充
皆
し
む
い

N
U
上
五
明
日
mw日中
T
最
も
重
要
な
る
割
以
、

匹l
Q) 

「
闘
枕
家
伝
杭
の
課
税
税
都
営
ぱ
闘

ω
制
安
ド
h
y
h

あ
中
部
郎
一

賃
貸
債
格
と
す
る
事
」
左
五
の
「
岡
枕
家
屋
枕
の
牧
入
を
一
般
岡
費
の
支
鮮
に
あ
で
や
し
て
地
方
財
政
の
調
整
に

用
ふ
る
事
」
と
の
二
つ
の
酷
で
あ
る
。

ニ
の
「
園
税
家
屋
現
に
地
方
附
加
耽
を
許
す
事
」
と
三
の
「
家
屋
耽
闘
係
の

負
携
に
大
差
を
生
ぜ
し
め
な
い
事
」
と
の
二
つ
の
勤
は
問
題
を
滑
か
に
解
決
す
る
目
的
よ
ち
出
殺
し
て
ゐ
る
o

家
屋
税
中
央
移
管
に
劃
し
て
は
各
方
面
か
ら
賛
成
論
が
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
共
の
論
擦
の
主
な
る
も
の

は
次
の
如
〈
で
あ
る
。

第
一
は
前
述
の
租
税
瞳
系
論
で
あ
る
。
昭
和
十
年
度
珠
算
に
よ
り
岡
耽
と
地
方
税
(
道
府
腕
、
市
町
村
、
水
利

組
合
)
と
を
牝
得
税
系
統
に
つ
き
計
算
す
れ
ば
、
次
の
結
果
を
得
る
の
で
あ
る
。

第
一
表
の
示
す
が
如
〈
、
我
園
の
牧
得
税
系
統
は
一
般
所
得
税
を
基
幹
と
し
、
補
充
枕
と
し
て
牧
益
積
雪
採
り
、

不
勢
利
得
税
の
瞳
系
と
し
て
相
績
粧
を
設
け
て
ゐ
る
。
然
る
に
補
充
税
に
る
牧
盆
枕
腫
系
の
中
を
見
る
に
、
地
祖

と
替
業
税
(
替
業
牧
盆
穂
、
鋸
業
蔵
、
取
引
所
符
業
税
)
と
資
本
利
子
枕
と
は
何
れ
も
闘
耽
な
る
仁
拘
ら
子
、
家
屋



第

昭

和

+

年

度

の

放

得

税

(
軍
作
一
千
回
)

-
表

刷

問

地

方

税

「

所

得

税

一

究

、

五

所

得

稔

{

臨

時

一

利

得

税

一

戸

戸

数

割

一

一

=

一

六

、

七

「

地

租

(

特

別

凶

一

一

=

一

口

、

一

一

一

家

綬

枕

一

一

面

、

七

一
{
吋
沖
地
世
牧
続
税
(
侍
業
枕
)
一
五
口
、
き
♀
六
六
、
一
五
一
一
一

一

枚

続

税

ム

一

〕
倖
業
枕
」
鎌
業
地
一
一
一
一
、
九
宗
一
五
一
一
、
九
五
一
一

一

一

一

ー

一

副

一

r
M
引

川

持

川

市

枕

一

一

一

、

六

八

九

ト

正

一

一

回

一

二

沈

司

令

阿

f
町

一

皿

、

h
コ団一

1

i

t

一

動

的

思

枕

(

相

需

)

一

ニ

人

、

九

八

回

一

上

一

枚

得

税

系

統

合

計

一

一

一

五

九

五

、

一

人

立

国

人

九

、

主

f干

E十

税
の
み
は
地
方
税
と
な
り
闘
積

よ
り
脱
落
し

τゐ
る
。
こ
れ
現

行
の
道
府
牒
枕
家
屋
税
を
慶
し

園
税
家
尾
積
を
新
設
し
以
て
牧

益
税
韓
系
を
整
へ
ん
と
す
る
所

以
で
あ
る
。

第
二
に
現
行
道
府
脱
税
{
郷
町
内

定
九
ノ
田
端
党
副
相
官
↓
円
、
ヨ
ヨ
主
買
'
符

I
L
R
1
1
v
i
e
-
A
J
f
-

が
頗
る
不
合
理
に
涜
れ
て
ゐ
る

か
ら
、
岡
家
の
手
に
よ
り
統

的
に
調
費
し
直
す
事
が
家
用
税
中
央
移
管
の
有
力
な
る
理
由
で
あ
る
。
土
地
の
賃
貸
債
格
が
土
地
賃
貸
債
格
調
査

一言笠、回己主一一

主
(
)
J
4

九六

=一一六、七六六

一
八
八
、
三
回

一口回、七九五

一一点、六河一一

五、斗
t
回

一団、
hw
コ旦

ニ一々
、九比

八七孟、一八一一

法
に
よ
っ
て
金
闘
統
一
的
に
調
べ
上
が
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
夏
に
家
屋
に
つ
い
て
も
同
様
の
手
績
を
・
施
せ
ば
、

不
動
産
牧
盆
枕
の
課
税
標
準
が
完
備
す
る
罪
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
比
種
の
材
料
を
整
へ
て
置
〈
と
、
所
得
穂
、
相
繭

税
、
整
録
税
、
不
動
産
取
得
税
等
の
現
行
積
法
を
課
税
す
る
場
合
に
も
財
産
税
の
如
き
新
積
雪
作
る
場
合
に
も
家

屋
の
評
債
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
可
な
h
J
賞
径
の
多
い
も
の
で
あ
る
。

第
三
は
園
枕
家
屋
耽
を
地
方
財
政
調
整
交
付
金
の
財
源
に
用
ひ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
が
地
方
財
政
を
救
梼

日
衣
服
税
移
管
問
題

第
四
十
三
谷

ノk

宮高

枕

ノ1

eh: 



一
家
出
且
稔
移
管
問
題

第
四
十
三
雀

i¥ 

第

披

八
六

す
る
方
法
と
し
て
地
租
管
業
収
盆
枕
を
地
方
に
委
譲
す
る
議
論
と
義
務
教
育
費
杢
額
闘
庫
負
据
論
と
の
こ
つ
が
針

立
し
て
行
は
れ
て
ゐ
だ
が
、
只
今
で
は
地
方
財
政
調
整
交
付
金
論
炉
支
配
的
と
な
っ
て
ゐ
る
。
地
方
財
政
制
整
交
付

金
の
財
源
と
し
て
各
種
の
租
就
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
家
屋
就
が
共
の
最
も
有
力
な
る
も
の
〉
一
つ
で
あ
る
c

第
四
は
殺
業
牧
盆
枕

E
家
屋
耽
E

ど
の
重
複
説
枕
を
避
け
る
矯
め
に
は
家
屋
枕
の
中
央
移
管
を
必
要
と
す
る
と
一
五

ふ
の
叩
め
る
。

現
行
法
仁
於
で
は
持
業
収
益
枕
よ
り
地
租
及
び
安
本
利
子
耽
伝
控
除
し
て
走
複
課
枕
ぞ
避
け
て
ゐ

〉

〉

手

〉

》

4
刊

と

C
吋

L
J
d

と
、
引
μ

目立

?
?
t
k
y
E
C
Eト
p
t

〉

T↓
司
i
日

ι
?
E
t
、

易
向
判
明
Iι

不
当
叱
ノ
査
唱
が
l
c
U
官
』
羽
ニ
引
い
帯
七

宝、，
z
-
L
g
h日
訓

y
マ
ナ
い
・
‘
》

2
・
f
u
-
-
-
F
E
i
p
:崎
正
み
j
J

》
-z
ヨ

2
h布
市
力
説
寸
人
事
物

7
:
4
1
定
U
l
J
，
怖
を
品
U
F
4寸

が
悶
難
で
あ
る
。
此
の
意
味
よ
り
し
て
家
屋
粧
を
岡
家
の
手
に
移
さ
ん
事
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
の
要
求

は
、
管
業
資
本
の
大
部
分
を
家
屋
に
投
資
せ
る
倉
庫
業
者
、
旋
人
宿
業
者
、
ピ
U
Y

ヂ
ン
グ
業
者
よ
り
出
さ
れ
て
ゐ

る
。
例
へ
ば
昭
和
六
年
十
月
に
日
本
倉
庫
業
聯
合
曾
が
「
家
脱
税
賦
説
軽
減
に
闘
し
大
臓
、
内
務
及
び
商
工
大
臣

に
卦
す
る
陳
情
書
」
を
提
出
し
て
ゐ
る
し
、
共
の
第
一
項
に
は
「
現
行
府
牒
枕
た
る
家
屋
耽
を
直
接
岡
枕
に
編
入

し
地
租
と
同
じ
く
管
業
耽
盆
枕
よ

h
共
枕
額
を
控
除
す
る
こ
と
」
ぞ
望
ん
で
ゐ
る
。

以
上
四
つ
の
論
擦
の
中
で
第
一
の
論
擦
は
説
明
を
ま
た
‘
ぎ
る
穏
に
明
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
第
四
の
論
擦
は
可

な
り
部
分
的
の
も
の
で
あ
る
か
ら
共
に
之
を
略
し
、
専
ら
一
第
二
と
第
三
と
の
二
鈷
に
つ
き
研
究
を
準
め
た
い
の
で

め
る
。
家
屋
賃
貸
債
格
再
調
査
問
題
と
地
方
財
政
調
整
交
付
金
問
題
と
が
之
で
あ
る
。

第

家
屋
賃
貸
債
椿
再
調
査
問
題



現
行
家
屋
耽
の
課
税
標
準
は
家
屋
の
賃
貸
慣
格
で
あ
っ
て
家
屋
税
調
査
委
員
の
調
査
に
依
り
北
海
道
に
在

り
で
は
北
海
道
長
官
、
府
臓
に
花
り
で
は
府
牒
知
事
が
之
を
決
定
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。
但
し
神
戸
市
は
兵
庫

職
費
の
杢
部
の
分
賦
ぞ
受
け
て
ゐ
る
か
ら
神
戸
市
長
一
か
家
践
の
賃
貸
債
格
取
」
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

家
屋
の
賃
貸
債
格
に
つ
い
て
は
「
地
方
耽
ニ
闘
九

Y
法
律
施
行
=
閥

λ
y
件
」
(
大
正
十
五
年
十
一
月
十
七
日
勅
令
第
一
一
百

三
十
九
抗
)
に
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
郎
ら
家
屋
の
賃
貸
債
格
は
つ
貸
主
が
公
謀
、
修
繕
費
共
の
他
家
屋
の
維
持
に
必

要
な
る
経
費
全
負
憶
す
る
健
件
を
以
て
家
尽
を
賃
貸
す
る
場
合
い
於
て
貸
主
の
耽
待
す
べ
手
金
額
の
年
額
」
診
以

て
ー
ー
ん
を
算
定
す
る
事
と
な
っ
て
ゐ
る
。

而
し
て
家
屋
の
賃
貸
慣
格
改
五
年
一
件
に
一
般
に
之
彰
改
訂
す
る
討
す
と
し
、

改
訂
し
に
る
球
日
賃
貸
伯
格
は
改
訂
し
に
る
刺
1
4度
分
よ
り

472-諌
山
脱
税
の
制
税
制
叩
準
ー
し
て
ゐ
る
コ

か
う
云
ふ
と
家
屋
枕
の
課
税
標
準
た
る
家
屋
の
賃
貸
債
格
が
一
目
瞭
然
に
調
査
せ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
が
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
。
道
府
牒
内
部
の
問
題
を
暫
〈
措
〈
と
し
て
も
、
道
府
牒
の
具
る
に
従
ひ
或
は
童
〈
評
侵
せ

ら
れ
或
は
軽
く
詐
償
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
第
二
表
に
「
内
閣
統
計
局
が
岡
宮
会
推
計
す
る
に
用
ひ

た
る
昭
和
五
年
末
私
有
建
物
侵
格
」
と
「
道
府
幌
と
神
戸
市
と
が
家
屋
税
賦
課
に
用
ひ
た
る
昭
和
十
年
度
家
屋
賃

貸
偵
格
」
と
つ
道
府
腕
と
神
戸
市
と
が
家
屋
枕
賦
課
に
用
ひ
た
る
昭
和
十
年
度
家
産
賃
貸
債
格
の
中
で
住
宅
賃
貸
債

格
の
一
坪
嘗
り
平
均
」
と
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
更
に
此
等
の
数
字
が
各
道
府
腕
毎
に
如
何
に
具
っ
て
ゐ
る
か
を

示
す
矯
め
に
、
道
府
腕
平
均
数
字
を
一

O
O
と
し
て
比
率
を
一
不
す
と
共
に
大
小
の
順
序
に
配
列
し
て
順
番
を
つ
け

だ
の
で
あ
る
。

家
屋
枕
移
管
問
題

第
四
十
三
巻

丹、

第

続

月.

七



一
本
日
用
稔
移
管
問
題

第
四
十
三
巻

丹、

四

官I&

銃
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第

二

衰

道
府
鯨
別
の
建
物
償
格
と
家
屋
賃
貸
傭
格

u
v
J
P
王
者
一

一
利
度
引
史
宅
情
一
幻

B
m
n
m
m
m
m
m
お
お

8
1
6
斜

m
m
m四
必
幻

MMMは
お
汀

V
H
3
2
5
四
部
川
町

ω
川
町
別
部
幻

C
幻
必

4
M
m
必

M
7
m
m山

一
番
一
昭
年
坪
伐
貸
一

一

一

十

家

貸

一

一
一
和
皮
質
権
↑
日

ω
m
m
∞品川
A
h
H
m
m
m
刀
臼

1
7
8
M山
幻
但
必
血
筋

M
3
M
M回
目

2
4
M山
U
M
日
出
幻
自
刊
日
必
必
幻

G
b
却
前
副
部

M
m
m
u

一一

m
E
V
若
田
H

一

一
-
"
"
'
J
E
L
f
自
制
U

一

一

順

一

五

私

物

一

'

一一一
H
K
E
K
日一
8
0
自

2
5
4
5
1
2
1
n
9
1
2
8
9
7
3
R
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6
6
2
7
9
3
4
5
0
7
7
3
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4
5
2
8
4
3
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7
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1
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↑
手
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有
刻
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回
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↑
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リ
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情
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E
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E
t
M矧一
m
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引
川
m
w
m
w
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m
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M
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崎
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川
内
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川
M
M
ω
m
M
m
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M
凶
作
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内
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W
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ω
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[
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到
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叫
引
釦
小
松
T
削
d
d副
日
川
引
d
利
引
引
引
判
例
引
制
到
判
制
悶
判
明
8

・一

F
3
4」

0
5
5
7
4
6
8
8
5
8
7
9
7
2
1
4
0
m
n
t
2
5
0
0
4
8
8
4
7
2
4
4
2
4
6
1
7
3
2
f
1
1
1
t
4
4
4
4‘

一

2

2
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1雪 霊 上tニ 持t

iず
日召手J1'E.&j三昭和十年 昭和五 昭和1

末物倒私格有建貸度債家格屋賃
年末私 年度
有建物 屋賃

(首万回) (千国)
{賃栴 債格

北 手手海品 県道目原長I

660 34.791 2.52 150 
194 17.466 3.32 44 
199 18.027 2.68 45 

岩昔T官-鍵 E曝 238 23.7o9 3.24 54 
同Ji!系 216 14.11.9 2.21 49 
-Jf5 J豚 231 20.488 2.96 53 

嗣茨 按木島I.!~ 県1賑長
323 28目728 3.05 73 
531 28.146 2.88 121 

初群 勝県革、
371 17目 115 2.40 84 
374 18.539 2.10 85 

埼玉燃 468 25.471 2.71 

千東葉京賑r(.f 
548 33.524 3.39 125 

1.755 36i.305 12，95 398 

刺新富1奈潟山川県勝系
528 41.272 3.57 120 
444 40.333 2.72 101 
194 14.282 2.12 44 

石 川升2 l勝鉱 210 21.465 3.16 48 
繭蝦 179 10.777 1.98 41 

山梨豚 149 6目745 1.42 34 

長阜野 .J!探 435 33.589 2.11 99 

岐!孫 300 20.429 1. 90 68 
909 36.375 3.08 206 

1.358 82.857 2.78 308 
694 3.04 157 
281 18.038 3.08 前4
512 50.227 4.'72 116 

1.018 126.382 6.82 231 
921 76.974 3.80 209 
~!~ i 15.066 2.¥)2 48 
298 i 14.254 2.41 68 
133 7.261 1.'14 30 

島根県系 235 13.519 2.86 53 

岡 山 l賑 1.日1 87 

庚山 島口 !県豚系
488 i 38.261 2.90 111 
362 I 24.276 2.17 82 

徳島 l採 164 10.619 2.:W 37 

官11牒
176 7.324 1.34 40 

媛!採 282. 22.275 2.89 64 

知 l採 168 ， 7.121 1.71 38 
繭 1瑚牒 1.019 60.821 4.36 231 

長佐崎賀 県県系草
276 11.096 3.21 63 
457 18.197 2.35 104 
486 15.859 1.74 110 
366 15.361 2.20 83 
247 16.471 :t4.6 56 

沖官鹿児縄島 540 23.657 3.31 123 
183 2.643 2.00 42 I 

平 均 I 441 I 34判竺



内
閣
統
計
局
調
査
の
昭
和
五
年
末
私
有
建
物
使
格
と
道
府
腕
調
査
の
昭
和
十
年
度
家
屋
賃
貸
債
格
と
は
一
致
し

な
い
の
が
官
然
で
み
る
。
片
一
方
は
財
産
で
め
り
他
方
は
牝
盆
で
あ
る
外
に
、
劃
象
と
な
る
家
屋
の
範
囲
色
遣
ひ

調
査
の
年
代
も
遠
ふ
か
ら
で
あ
る
。
然
し
大
瞳
に
於
て
雨
者
は
類
似
の
横
が
り
彰
一
一
不
す
ぺ
き
筈
で
あ
る
に
拘
ら
争
、

第
二
表
で
は
必
宇
し
も
そ
う
は
表
は
れ
て
ゐ
な
い
。
私
有
建
物
債
格
で
は
、
最
高
は
東
京
府
の
十
七
億
五
千
五
百

寓
固
(
比
率
三
九
八

μ)で
あ
っ
て
最
低
の
鳥
取
牒
一
億
三
千
三
百
寓
固
(
比
率
三

O
M
m
)
の
十
三
倍
に
上
り
比
較
的

に
差
が
少
い
。
之
に
反
し
家
屋
賃
貸
債
格
で
は
、
最
高
の
東
京
府
三
億
六
千
七
自
三
十
寓
国
(
比
率
一
、

O
七
五
%
)

は
最
低
の
沖
縄
腕
二
百
六
十
四
高
岡
(
比
率
八

μ)
の
貨
に
百
二
一
十
九
倍
に
上
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
必
4
7

し
色
内
閣
統
計
局
の
閣
官
推
計
に
一
昨
バ

1
セ
ン
ト
の
お
樹
九
T
置
か
山
い
お
る
ご
閣
の
側
準

2
し
て
ゐ
る
。

吹
山
る
は

家
属
枕
の
祖
師
枕
楳
準
と
の
聞
に
か
〉
る
隔
り
を
生
や
る
の
は
、
共
の
大
字
の
原
因
は
家
尿
賃
貸
債
格
の
調
査
方
法

の
不
完
全
に
臨
す
べ
き
で
な
か
ら
う
か
。

特
に
注
目
す
べ
き
は
一
坪
営
り
住
宅
賃
貸
債
格
で
め
る
。
東
京
府
(
十
二
岡
九
十
一
本
山
)
、
大
阪
府
(
六
回
八
十
二
銭
)
、
京

都
府
(
凶
岡
七
十
二
号
、
一
踊
同
牒
自
国
一
一
十
六
号
、
兵
庫
腕
(
一
一
一
闘
へ
十
銭
)
、
神
奈
川
腕
(
一
一
一
闘
五
J
1

七
ぎ
の
順
序
は
一
臆
理

解
出
来
る
と
し
て
、
宮
崎
牒
(
=
一
国
間
十
六
警
が
第
七
位
を
占
め
、
青
森
嶋
(
=
-
岡
三
十
一
蚕
)
が
第
九
位
を
占
め
、
鹿
児

島
騎
(
一
一
一
圃
一
一
一
十
一
ぎ
が
第
十
伎
を
占
め
、
愛
知
牒
(
二
閲
七
十
八
銭
)
が
第
二
十
三
位
に
落
ち
て
ゐ
る
の
は
、
納
得
出
来

な
い
事
貫
で
あ
る
。

ーー

以
上
の
諸
事
責
を
考
へ
て
見
る
と
、
家
属
耽
の
課
税
標
準
た
る
家
屋
の
賃
貸
債
格
な
る
も
の
は
少
〈
土
色

家
庭
税
移
管
問
題

第四十一一一巻

ノk
'1己
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家
庭
税
移
管
問
題

第
四
十
三
省

丹、
ム
ノ、

第

披

:ft， 
Q 

道
府
牒
聞
に
於
て
は
樺
衡
が
と
れ
て
ゐ
な
い
事
を
知
る
の
で
あ
る
。
「
土
地
賃
貸
債
格
制
査
怯
」
が
「
地
租
の
課
税

標
準
た
る
土
地
の
賃
貸
債
格
」
を
定
め
て
ゐ
る
と
同
様
に
、
「
地
方
税
ユ
嗣
月

Y
法
律
施
行
ニ
闘
ス

Y
件
」
が
「
家

屋
税
の
課
税
標
準
た
る
家
屋
の
賃
貸
債
格
し
を
定
め
て
ゐ
る
に
拘
ら
一
子
、
家
屋
の
賃
貸
偵
格
が
土
地
の
賃
貸
債
格

ほ
E
に
都
合
よ

t
調
査
出
来
な
い
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
こ
れ
全
く
過
去
の
宿
併
が
抜
け
切
れ
な
い
矯
め
で
あ

る。
現
行
家
屋
耽
mw一
説
耽
棋
準

T
る
家
屋
研
一
賃
貸
制
服
格
は
二
貯
の
手
艇
を
へ
て
訓
育
せ

L
れ
で
ゐ
る
。
即
ち
耐
町
村

長
の
下
調
を
し
た
る
も
の
を
先
づ
第
一
次
家
屋
税
調
査
委
員
に
於
て
調
査
す
る
.
次
に
第
一
次
家
屋
耽
調
査
委
員

の
結
呆
を
ば
歎
市
町
村
を
合
し
た
る
一
也
域
の
第
二
次
家
屋
税
調
査
委
員
ぷ
於
て
調
査
し
府
牒
内
の
椎
衡
を
困
る
機

構
と
な
っ
て
ゐ
る
。
然
し
貫
際
上
に
於
て
は
必
宇
し
も
好
都
合
に
運
ん
で
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
甚
だ
し
き
町
村
に

至
つ
て
は
、
従
前
の
府
腕
挽
た
る
戸
数
割
の
税
額
よ
り
逆
算
し
て
家
屋
の
賃
貸
債
格
を
調
べ
て
ゐ
弓
と
云
ふ
も
の

も
あ
る
。
道
府
牒
内
部
が
巳
に
か
〈
の
如
〈
で
あ
る
。
加
ふ
る
に
道
府
牒
は
相
互
聞
に
何
等
山
聯
絡
を
と
る
事
な

〈
濁
自
に
賃
貸
債
格
ど
決
定
し
て
ゐ
る
。
例
へ
ば
家
屋
の
賃
貸
債
格
に
土
地
の
賃
貸
債
格
を
包
含
す
る
も
の
あ
り
、

せ
ゴ
る
も
の
あ
り
、
共
他
千
差
高
別
で
あ
る
。

法
文
に
書
い
た
様
な
意
味
の
家
屋
の
賃
貸
債
格
を
調
べ
る
魚
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
家
犀
枕
を
闘
税
に
改
め
従

来
の
行
き
掛
り
を
棄
て
〉
岡
家
の
手
に
よ
り
家
屋
の
賃
貸
債
格
を
再
調
査
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
か
く
し
て
得

た
る
園
税
家
屋
税
の
牧
入
額
を
共
佳
で
地
方
閤
躍
に
返
却
す
る
か
、
又
は
岡
家
の
手
に
納
め
る
か
、
又
は
地
方
財



政
調
盤
交
付
金
の
プ

i
y
に
組
み
入
れ
る
か
、
其
等
は
第
二
段
に
起
っ
て
く
る
問
題
で
あ
る
。
少
〈
と
も
家
庭
の

賃
貸
債
格
を
無
理
の
無
い
様
に
市
町
村
間

K
6道
府
牒
聞
に
統
一
す
る
事
が
先
決
問
題
で
あ
る
。

第
四

地
方
財
政
調
整
交
付
金
問
題

家
屋
積
に
闘
す
る
批
難
は
克
に
課
率
の
不
均
衡
な
る
事
い
も
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
印
ち
、
家
屋
賃
貸
債
格

te標
準
と
し
て
道
府
牒
の
課
率
が
高
低
匝
'
伊
に
分
れ
て
ゐ
る
事
が
第
一
の
批
雑
で
あ
り
、
家
屋
賃
貸
債
格
を
標
準

こ
し
て
市
町
村
附
加
税
の
持
率
一
炉
高
低
極
々
に
分
れ
て
ゐ
る
事
が
第
二
の
批
雄
で
あ
る
か
ら
、
第
一
一
一
決
に
ほ
家
屋

積
課
率
の
高
低
を
比
較
し
以
て
此
の
枇
維
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
市
町
村
附
加
枕
の
課
率
に
つ
レ
て
は
更
に
一
一
つ

の
馳
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
3

第
一
に
神
戸
市
の
課
率
の
み
が
特
民
大
な
る
数
字
金
示
し
て
ゐ
る
計
、
こ
れ
は
兵
庫

腕
費
の
全
部
分
賦
を
受
け
て
ゐ
る
結
果
で
あ
る
か
ら
、
除
外
し
た
。
第
二
に
市
町
村
の
中
で
戸
数
割
ぞ
賦
課
せ

5

る
も
の
と
戸
数
割
を
賦
課
せ
る
も
の
左
ぽ
家
屋
粧
の
附
加
税
の
制
限
率
一
か
非
常
に
還
っ
て
〈
る
か
ら
之
を
一
凪
別
す

ペ
〈
特
に
市
に
つ
い
て
其
の
必
要
が
あ
る
。

か
く
て
道
府
腕
の
課
率
の
平
均
を
一

O
O
と
し
て
最
高
率
と
最
低
率

と
を
求
め
、
市
町
村
の
課
卒
の
平
均
'
伊
ニ

C
心
と
し
て
最
高
卒
之
最
低
率
と
を
計
算
し
第
三
表
を
得
た
の
で
あ
る
c

第
三
表
に
一
不
し
に
の
は
最
高
最
低
の
極
端
な
る
例
で
あ
る
が
、
共
れ
に
し
て
も
同
じ
日
本
間
内
に
行
は
れ
る
家

ロ
原
税
か
と
思
は
れ
る
程
の
不
均
衡
で
あ
る
。
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
作
っ
て
此
聞
の
調
和
を
は
か
ら
う
と
云
ふ

の
も
営
然
の
要
求
で
あ
る
。
然
し
蕊
に
困
っ
た
事
は
、
道
府
牒
の
課
卒
の
不
均
衡
よ
り
も
市
町
村
の
附
加
税
率
の
不

家
屋
税
移
管
問
題

第四十一一一巻

i¥. 
o 七

策

続

大』



山
本
山
胆
殺
移
管
問
題

第
一
-
一
表

家
屋
税
課
率
高
低
比
較

(
昭
利
十
年
度
)
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4す

均
衡
よ
り
も
、
問
題
の

出
接
結
に
る
家
民
の
賃

貸
債
格
な
る
も
の
に
信

用
が
置
け
な
い
と
一
苫
ふ

o 
= 

七
一
九
(
北
海
泣
)
一

九
(
新
潟
牒
)
一

の
で
あ
る
。
道
府
臓
に

よ
っ
て
異
り
市
町
村
に

よ
っ
て
思
ひ
岡
山
ひ
に
定
め
た
楳
準
を
金
科
玉
僚
と
し
て
ゐ
る
限
り
は
、
遺
府
職
が
不
均
衡
と
か
市
町
村
が
不
均
衡

行
と
か
幾
ら
議
論
を
闘
は
し
た
所
で
仕
方
が
な
い
。
か
く
て
家
屈
の
賃
貸
債
格
の
調
査
を
最
初
、
か
ら
遺

h
直
す
と

一
五
ふ
賄
に
重
心
ぞ
置
い
て
家
屋
耽
を
中
央
に
移
管
す
る
事
は
、
園
民
生
沼
会
瞳
の
ゑ
め
一
見
に
市
町
村
民
相
互
聞
の

負
携
の
均
衡
を
保
つ
矯
め
に
是
非
行
は
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
や
何
故
に
会
闘
の
都
市
特
に
六
大
都
市
が
家
屋
枕
中
央
移
管
に
封
し
反
封
の
意
思
を
表
示
し
て

ゐ
る
か
と
云
ふ
に
、
家
展
税
に
大
鐘
動
が
起
る
と
都
市
財
政
の
運
用
に
差
支
へ
を
生
子
る
程
に
家
屋
枕
が
都
市
牧

入
に
重
要
な
る
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
家
屋
が
都
市
に
密
集
し
都
市
の
富
の
大
部
分
を
占
め

都
市
の
有
力
な
る
財
源
に
な
っ
て
ゐ
る
の
に
も
よ
る
が
、
夏
に
大
都
市
に
て
は
戸
数
割
を
徴
牧
せ
守
家
屋
粧
が
戸

数
割
の
代
枕
七
る
役
目
を
勤
め
て
ゐ
る
の
に
も
よ
る
。
特
に
兵
庫
牒
費
の
会
部
の
分
賦
を
受
け
で
ゐ
る
神
戸
市
に

於
て
は
家
屋
説
中
心
に
市
枕
を
組
織
し
て
ゐ
る
と
云
つ
で
も
過
言
で
な
い
の
で
あ
る
。
此
聞
の
消
息
を
明
か
に
す



る
矯
め
に
、
第
四
表
に
神
戸
市
」
と
「
神
戸
市
以
外
の
六
大
都
市
」
と
「
六
大
都
市
以
外
の
会
問
都
市
」
と
「
町
村
」
と

に
つ
き
市
税
牧
入
と
家
尾
耽
牧
入
と
の
比
較
ど
試
み
た
の
で
あ
る
。

第
四
官
官

市
町
村
別
の
家
屋
税
政
入

(
昭
和
十
年
度
)

利E

一一ヨ

許 三主 i担.、 一 、 、 、
三五 二二 ニニ o ...ニ::. ;tu 

」ー云三 5;~ 一三三 三)-1

一
家
脱
税
牧
入

一

〔

千

円

-

ー
東
京
市
、
た
町
川
市
、
〆
一

空
へ
都
市
一
京
都
市
、
名
台
風
市
、
-
一

/

椛

哨

川

市

、

一

」

ペ

ム

へ

都

市

以

外

の

郡

山

一

町

一

d
 

'
中

A
1

-t;;ノ、石ス

L......-:.~・』昌一一~__u.

第
四
表
は
内
務
省
の
地
方
財

政
概
要
よ
り
得
た
る
数
字
で
あ

る
が
、

家
屋
耽
牧
入
が
六
大
都

市
の
財
政
特
に
神
戸
市
の
財
政

に
童
英
で
あ
る
と
え
ふ
事
と
六

ー

」

iL

村い一
1
J
h
I「
1
ノ
引

ut日
ご
1
?
ι
、1

J
ノ
申
告

H
L一点ノ
U
車

AR--勺

l
ゴヲ

ft

程
で
も
な
い
と
一
五
ふ
事
と
町
村

財
政
に
と
っ
て
は
家
屋
税
は
大
し
た
問
題
で
な
い
事
と
が
数
字
的
に
明
か
と
な
っ
七
課
で
あ
る
。
物
は
考
へ
様
で

点
叩

eo
。
大
都
市
の
財
務
行
政
の
運
用
の
根
源
を
な
し
て
ゐ
る
家
見
積
の
地
位
を
揺
が
す
様
な
改
革
を
行
ム
事
は

白
治
棋
の
侵
害
だ
と
云
ふ
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
れ
は
専
ら
財
務
行
政
の
立
場
よ
り
出
殺
し
た
議
論
で
あ

る
，
市
枕
牧
入
の
四
割
を
占
め
て
ゐ
る
と
云
ふ
と
家
屋
税
は
市
民
に
と
っ
て
重
要
な
る
負
携
で
あ
る
、
主
(
の
家
屋

粧
が
不
合
理
な
る
課
税
標
準
で
出
殺
し
て
ゐ
る
と
せ
ぽ
、
闘
民
及
び
市
民
の
立
場
よ
り
は
之
が
改
正
を
要
望
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
市
の
財
務
行
政
は
園
民
及
び
市
民
の
利
害
闘
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
掌

重
す
べ
き
で
あ
る
が
、
問
題
は
岡
氏
及
び
市
民
の
家
版
枕
の
公
平
負
措
と
大
都
市
財
務
行
政
の
運
用
と
を
如
析
に

山
家
出
血
税
移
符
問
題

第
四
十
一
一
一
巻

八、
九

茸3

披

力」



家
庭
稔
移
管
問
題

第
四
十
=
一
容

九
O 

官事

E虎

九
回

調
和
す
る
か
に
存
し
て
ゐ
る
、
こ
の
意
味
に
於
て
家
屋
枕
移
管
の
問
題
を
決
し
て
自
治
椛
倍
害
の
問
題
に
結
び
つ

げ
で
は
な
ら
な
い
の
で
め
る
。
殊
に
紳
戸
市
を
除
け
ば
門
家
屋
枕
の
本
枕
は
道
府
脱
税
で
あ
っ
て
、
市
町
村
枕
で
は

な
い
。
家
屋
耽
が
道
府
牒
枕
で
あ
る
と
都
市
の
自
治
が
保
だ
れ
家
屋
枕
が
闘
枕
と
な
る
と
都
市
の
自
拾
が
保
た
れ

ぬ
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。

家
屋
耽
の
閑
税
移
管
は
或
は
一
時
的
に
は
都
市
の
財
務
行
政
に
不
仰
を
来
す
事
が
め
る
か

-b
知
れ
ぬ
が
極
力
之
'
位
置
一

t
ぺ

t
共
の
方
法
に
つ
い
て
は
筆
者
の
花
見
を
次
に
説
明
し
に
い
れ
も

目・ E 目

剛剛，

岡
氏
R
M
ぴ
ふ
昨
日
山
の
公
-1
何
一
昨
の
ん
比
場
1
0
h
J
海
ヘ
山
L
荻
原
枕
の
中
央
一
移
管
の
必
阿
古
め
す
る
し
い
共
に
山
知
産
税
の
中

央
移
管
が
大
都
市
の
財
務
行
政
に
及
ぼ
す
影
響
も
併
せ
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蕗
が
惑
に
困
難
な
る
問
題
は
地
方
財

政
調
整
交
付
金
と
家
屋
枕
と
の
闘
係
で
あ
る
。

思
ふ
に
地
方
財
政
を
地
方
税
の
み
に
よ
っ
て
賄
は
ん
と
す
る
原
則
は
己
に
破
ら
れ
て
ゐ
る
、
交
通
機
関
が
接
注

し
地
方
相
互
間
の
闘
係
が
密
接
と
な
り
地
方
費
中
で
園
政
事
務
費
が
大
と
な
り
岡
山
ホ
が
一
つ
の
艇
掛
単
位
と
な
っ

て
ゐ
る
今
日
に
於
て
は
巳
か
を
得
な
い
事
貨
で
あ
る
。
現
に
義
務
教
育
費
岡
山
埠
負
捨
金
の
如
き
臨
時
町
村
財
政
楠

給
金
の
如
き
貸
質
上
い
於
て
は
一
種
の
地
方
財
政
調
整
交
付
金
と
し
て
現
は
れ
地
方
財
政
の
澗
立
性
営
破
っ
て
ゐ

る。
地
方
財
政
制
整
交
付
金
の
財
源
と
し
て
「
所
謂
」
大
賊
省
案
は
地
租
、
帥
営
業
牧
盆
枝
、
資
本
利
子
枝
、
家
屋
粧
の

牧
入
を
以
て
之
に
あ
て
ん
と
し
て
ゐ
る
が
、
問
題
は
こ
の
プ

I
Y
に
入
れ
た
牧
盆
耽
を
地
方
に
再
分
配
寸
る
標
準

に
如
何
な
る
指
数
を
用
ふ
べ
き
か
の
鈷
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
詳
細
な
る
所
は
「
所
謂
」
大
臓
省
案
の
新
聞
記
事
に



も
な
く
、
会
〈
筆
者
の
私
見
で
あ
る
が
、
第
一
次
に
大
部
分
を
納
税
地
に
返
却
し
、
第
三
次
に
人
口
を
用
ひ
、
第

三
夫
に
窮
乏
の
理
皮
を
考
へ
て
会
闘
に
再
分
配
す
べ
き
で
あ
る
。
然
ら
ぱ
何
を
も
っ
て
窮
之
の
程
度
を
測
定
す
る

か
と
云
ふ
難
聞
が
残
る
o

更
に
問
題
は
次
の
勤
に
存
す
。
家
屋
税
、
地
租
の
如
き
措
税
地
と
納
税
地
と
の
一
致
し

て
ゐ
る
も
の
は
納
税
地
に
凡
て
返
却
す
る
事
と
し
、
品
営
業
牧
盆
税
、
資
本
利
子
税
の
如
き
納
税
地
と
携
枕
地
L
」の

明
瞭
な
ら

F
る
も
の
に
つ
い
て
は
人
口
叉
は
窮
之
の
程
度
を
用
ふ
る
事
が
考
へ
ら
れ
る
。
現
に
管
業
牧
盆
税
に
つ

い
て
は
地
方
附
加
税
を
賦
課
す
る
に
砂
田
町
本
耽
の
分
別
が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
此
種
の
人
銭
的
方
法
は
杢
〈
目

新
し
い
も
の
で

d
な
い
。

若
し
此
の
方
法
お
己
採
泊
す
れ
ば
地
方
財
政
調
格
交
付
金
の
問
題
は
家
屋
税
と
依
り
た
な

る
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方
面
に
分
配
す
る
か
色
問
題
で
め
る
。

地
方
財
政
剖
啓
一
交
付
金
は
財
政
の
困
難
な
る
市
町
村
、
特
に
町
村
を
目
棋
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
六
大
都

市
の
経
済
的
貿
力
を
財
政
制
度
の
上
に
認
め
る
事
も
必
要
で
あ
る
。
久
し
〈
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
に
特
別
市
制
の
精
神

'e何
と
か
し
て
此
際
に
貴
現
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
確
立
す
る
と
共
に
六
大
都
市
の
特

別
課
税
構
会
或
程
度
ま
で
承
認
す
る
事
に
よ
っ
て
町
村
と
大
都
市
と
の
財
政
上
の
提
携
が
出
来
る
の
で
め
る
。

地
方
財
政
調
整
交
付
金
は
結
局
は
宮
力
大
な
る
地
方
岡
憶
が
僅
少
の
負
携
ぞ
提
供
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
官
力
少

き
地
方
岡
瞳
の
財
政
が
浮
び
上
る
分
け
で
め
っ
て
、
そ
の
精
神
に
於
て
賛
成
す
べ
き
で
あ
る
。
に
Y
方
法
を
謀
る

と
大
都
市
財
政
に
大
打
撃
を
興
へ
都
市
と
農
村
と
の
相
姐
を
驚
ら
す
事
と
な
る
。
「
所
謂
」
大
蔵
省
案
は
地
方
附
加

家
屋
枕
移
民
同
問
題

第
四
十
=
一
巻

ブむ
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按

プb
:h: 
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ゴし

第

掠

fレ

税
bn-
従
前
遁
り
許
す
も
の
で
あ
り
、
少
く
と
も
家
屋
枕
に
闘
す
る
範
閣
内
に
於
て
は
都
市
財
政
に
念
激
な
る
襲
動

を
奥
へ
な
い
も
の
と
解
し
て
ゐ
る
か
ら
、
此
姑
は
安
心
で
あ
る
。

第
五

結

論

終
ち
に
二
一
一
日
す
べ
志
は
、
六
大
都
市
H
A
ぴ
入
k

闘
都
市
の
闘
係
者
が
七
月
四
日
の
「
所
謂
」
大
臓
省
案
の
新
聞
記
事

に
基
き
日
針
意
見
営
殺
表
せ
ら
れ
れ
か
ら
、
筆
者
も
「
所
川
川
」
大
航
刊
誌
に
つ
か
考
察
し
家
賠
税
移
管
に
封
し
寧
ろ

賛
成
の
議
論
を
す
、
〉
め
た
の
で
あ
る
。
然
し
本
物
の
大
蔵
省
案
は
未
だ
楼
表
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
し
、
若
し
そ
れ
が

「
所
謂
L

大
藤
省
案
と
非
常
に
異
っ
て
ゐ
る
と
反
針
意
見
も
賛
成
意
見
も
再
び
建
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
と
な
る
。

要
す
る
に
家
屋
耽
移
管
問
題
は
賃
貸
債
格
再
剥
査
問
題
と
地
方
財
政
調
整
交
付
金
問
題
と
の
こ
つ
よ
り
な
っ
て

ゐ
る
。
前
者
に
は
筆
者
は
無
僚
件
に
賛
成
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
候
件
付
に
賛
成
で
あ
る
。
主
ハ
の
僚
件
と
は

大
都
市
の
財
務
行
政
に
念
激
な
る
襲
動
を
奥
へ
ぎ
る
事
で
あ
る
。
殊
に
神
戸
市
に
つ
い
て
は
特
別
の
考
慮
を
必
要

と
す
る
。
然
し
何
れ
に
し
て
も
都
市
の
自
治
構
侵
害
と
は
別
問
題
で
あ
る
。

家
屋
枕
移
管
問
題
を
し
て
地
方
財
政
調
整
交
付
金
問
題
と
密
接
な
る
閥
係
含
有
せ
し
む
る
以
上
は
、
家
屋
粧
の

中
央
移
管
は
単
に
家
屋
税
一
個
の
負
措
の
問
題
に
止
ま
ら
十
地
方
税
金
瞳
の
負
携
の
問
題
と
関
聯
す
る
。
直
接
税

負
措
額
を
「
六
大
都
市
」
と
「
六
大
都
市
以
外
の
都
市
」
と
「
町
村
」
と
に
分
っ
と
、
第
五
表
の
結
果
を
得
る
。

般
に
直
接
岡
枕
負
携
を
て

0
0
0
と
し
て
地
方
税
負
携
の
比
率
を
見
る
に
、
「
町
村
」
が
三
、
五
七
八
を
一
不
し
最

も
大
に
し
て
つ
六
大
都
市
以
外
の
都
市
」
一
、
八
六
九
が
之
に
つ
ぎ
「
六
大
都
市
」
が
八
六
六
に
し
て
最
も
小
で
あ
る
。
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表

直
接
同
慣
習
摘
額

(
昭
和
八
年
度
)

二、八七九

六
大
都
市
の
財
政
品
自
決
し
て
鵠
裕
多
き
も
の
守
な
い
が
、
極
度
の
財
政
難
に
苦
ん
で
ゐ
る
の
は
寧
ろ
町
村
で
あ
る
。

額

芋

川

}

市
町
村
枕
-

人
ニ
、
一
口
主

王国、山一六室

一一。一、六
U
i

妻、国
i

一

比

率

(

ぷ

)

町
ー
ト
出
国
閣
四
〕
〔
府
勝
同
ト
市
町
阿
岡
口

一克己、九()七一一、
c
一

三

五

一

軍

一

豆

一軍()、=主】一一、
C
C
(
)空
会
一
点
一
一
、
C
四
三

園
田
一
、
一
-
一
九
一
一
、
三
一
、
塁
一
二
、
主

主
一
、
堅
一
一
=
一
一
、
豆
三
一
三
一
一

町
村
財
政
が
改
善
せ
ら
れ
町
村
の
購
買
力
を
噌
せ
ぽ
擁
て
都
市
の
繁
栄
の
原
動
力
と
な
る
。
大
都
市
が
僅
か
ば
か

)
守
ノ
与
土

H
ナ
a

且
」
ー
す
'Z
司
主
二
F
Z
J
当

f
l
t
f
k
d
p
z
-

副

:
J
-
L

l
a
'
U
4ム告

4thM
一i

ノ

HM
正
司
同
事
二

5
4』
ノ
ヨ

i
-
t
b
t
k
&
t到
司

l
1
C
〆
マ

r

E

2

f・r
w

》

r
E
S
I
J
J
ト
人
ヌ
k
m
r
r
-

ノ
凶
d

、、，
J

Pト
'Arp
・r
n
p
r」
V
l
h
'
t
a

J
K
5
2
7
、Z
何

I
・
九
恥
議
社

J
L
j
'
U
立
競
泊
中
官
じ
JE

ら
大
都
市
に
及
ん
で
〈
る
。
而
し
て
地
方
財
政
調
鞍
交
付
金
の
最
も
有
力
な
る
財
源
は
家
屋
耽
で
あ
る
、
か
く
て

家
屋
耽
の
中
央
移
管
は
大
局
よ
り
見
て
大
都
市
の
損
害
と
は
な
ら
な
い
。

我
闘
の
第
三
種
所
得
の
四
割
六
分
は
六
大
都
市
に
集
中
し
て
ゐ
る
。
我
闘
の
六
大
都
市
の
或
る
も
の
は
財
政
力

に
於
て
は
世
界
の
多
〈
の
小
園
を
凌
駕
し
て
ゐ
る
程
度
に
護
遣
し
て
ゐ
る
。
同
じ
日
本
闘
内
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
町

村
財
政
が
め
れ
ば
、
六
大
都
市
は
目
前
の
小
損
害
に
提
へ
ら
る
る
事
な
く
寧
ろ
地
方
財
政
調
整
交
付
金
を
遁
じ
て

謹
ん
で
援
助
を
す
る
が
如
き
襟
度
ぞ
示
し
て
貰
ぴ
度
い
・
も
の
で
あ
る
。
然
し
六
大
都
市
に
犠
牲
を
負
は
す
の
み
が

能
で
な
い
か
ら
、
近
〈
特
別
市
制
の
問
題
の
解
決
を
も
固
h
ノ
、
大
都
市
財
政
の
確
立
を
併
せ
期
す
べ
き
で
あ
る
。

本
論
文
の
資
料
に
つ
き
大
村
地
方
局
長
に
負
中
所
多
し
、
謝
意
を
表
す
。
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